
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都城市男女共同参画センターだより 

The Miyakonojo  

Center For Gender Equality 

～ News Letter ～ 

Vol．19 

Index／「女性に対する暴力をなくす運動」期間 

暴力の被害を受けた方への対応 

ＤＶチェック～あなたとパートナーとの関係は大丈夫？～ 

 男女共同参画センターの活動紹介 

そのとき、私たちにも 

できることがある。 

（令和 7 年度内閣府男女共同参画局キャッチフレーズ） 



 

 

 

 

 

 

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものでは

ありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人

身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社

会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。 

国や県、市では、毎年 11月 12日から 11月 25日までの

２週間、女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、「女性に対

する暴力をなくす運動」を実施しています。 

 

 

昭和５０（１９７５）年度から平成１１（１９９９）年度までは、売買春防止及び性感染症予

防を目的とした「社会の風紀環境を浄化する運動」を関係省庁で実施していました。 

しかし、売買春のほか、性犯罪、夫・パートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント

等の女性に対する暴力が女性の人権を著しく侵害していることにかんがみ、平成１２（２

０００）年度、同運動の趣旨、内容を見直し、名称も「女性に対する暴力をなくす運動」に

改めました。この運動は、当時の総理府、警察庁、総務庁、法務省、文部省、厚生省及び

労働省が主唱し、都道府県等関係機関、団体に協力を依頼する形で、原則として５月２４

日を中心とするおおむね２週間の運動期間中、女性に対する暴力根絶に向けた国民の

意識啓発等、各種の取組が実施されました。 

平成１３（２００１）年６月、男女共同参画推進本部において、毎年 11月 12日から 11

月 25日（国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」）までの２週間にかけて、「女性

に対する暴力をなくす運動」を実施することが決定されました。 

 

 

  

毎年 11月 12日～25日は 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 

～ＤＶや性暴力に 気づいたら 相談されたら そのとき、私たちにもできることがある～ 

「女性に対する暴力をなくす運動」とは 

 はじまりは？ 

女性に対する暴力根絶の国際デー 

平成１１（１９９９）年１２月、国連は、１１月２５日を「女性に対する暴力撤廃国際日」

と定めました。（現在は「女性に対する暴力根絶の国際デー」と呼ばれています。） 

11 月 25 日というのは、昭和３６（１９６１）年、ドミニカ共和国の支配者ラファエ

ル・トルビジョの命令により、同国の政治活動家であったミラバル 3 姉妹が惨殺さ

れた日です。 



 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度、都城市男女共同参画センターに寄せられた相談件数は８２６件。そのうちＤＶ

に関する相談が１６８件、ハラスメントに関する相談が１１件、ストーカー行為が３件、性

犯罪に関する相談が５件ありました。ＤＶに関する相談は年々増加していますが、近年

はハラスメントや性犯罪に関する相談も増加しています。 

 

 

女性への暴力が起こる背景には、「女性は男性にしたがうべき」「少々暴力的な方が

男らしい」などといった誤った認識や根深い偏見が存在します。暴力をなくすには、一

人ひとりが 『決して暴力を容認しない』 ことをしっかりと意識することが必要です。 

事業主には、男女雇用機会均等法において、セクハラや性暴力が

起きてはならない旨を就業規則等の規定や文書等に記載して周知・

啓発することや相談窓口の設置などが義務付けられています。 

都城市では、女性への暴力をなくすための活動として、毎年「女性

に対する暴力をなくす運動」期間中、市役所本館１階ロビー市民サロ

ンにてパネル展を開催しています。 

※同意のない性的な行為は性暴力 

年齢・性別にかかわらず、性被害に遭うことがあります。相手と対等でなかったり、嫌だと言

えない状況で会ったりする場合は、同意があったことにはなりません。 

女性に対する暴力とは 
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DVの種類 

●身体的暴力 ●精神的暴力 

●性的暴力  ●経済的暴力 

●社会的暴力 

●子どもを利用した暴力 

暴力をなくすために 

都城市の相談状況 

Ｎｏ！暴力 



 

  



 

  

【内閣府男女共同参画局 令和 7年度「女性に対する暴力をなくす運動」のリーフレット】 



 

 

 

被害にあった方が、被害後に周囲の人の対応等によって傷つけられてしまうことを

『二次被害』と言います。二次被害が起こる背景には、「本当に嫌なら抵抗できるは

ずだ」などといった暴力に対する誤った認識があるとされています。 

 

 

誰でも、被害者に対する声掛け等の言動により、被害者を更に傷つ

ける（二次被害を与える）可能性があります。しかし、何が二次被害に

つながるのか、何が被害者にとって望ましい行動なのかを知ることで、

意識や行動を変えていくことができます。「自分にもできることがあ

る」「声掛けや行動で被害者をサポートできる」と考え、行動する人が

増えることは、二次被害を予防したり、被害者を救済したりすること

につながります。 

 

被害に遭ったことを誰にも相談できないと思っていませんか。悪

いのは加害者で、あなたは悪くありません。心のケアやこれからの

ことについて、まずは身近な人や相談窓口に相談ください。被害後

間もない人は、まずは安全な場所や安心できる場所を確保してから、

その後の行動をとるようにしましょう。 

 

被害にあった人を安心させることができる重要な存在になりま

す。まずは、気持ちを丁寧に聴き、そのまま受け止め、「あなたは悪

くない」と繰り返し伝えてください。そして、相談窓口への相談を

勧めてください。 

 

 

 

 

アンコンシャス・バイアスは誰にでもあって、あること自体が問題というわけではあり

ません。過去の経験や、見聞きしたことに影響を受けて、自然に培われていくため、アン

コンシャス・バイアスそのものに善し悪しはありません。しかし、アンコンシャス・バイアス

に気づかずにいると、そこから生まれた言動が、知らず知らずのうちに、相手を傷つけ

たり、キャリアに影響をおよぼしたり、自分自身の可能性を狭めてしまう等、様々な影響

があるため、注意が必要です。 

そのとき、私たちにも 
できることがある。 

（15秒） 

DVや性暴力の被害 
気づいたら 
（３０秒） 

すぐに相談できなくても、
自分を責めないで 

（３０秒） 

DVや性暴力の被害  
気づいたら 
相談されたら 
（３０秒） 

内閣府男女共同参画局が作成している動画を YouTubeにてご覧いただけます。 

直接的な加害者・被害者ではない第三者の方へ 

被害を受けた方へ 

相談を受けた方へ 

知っていて欲しいこと 

被害を受けた方への対応 

 

アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都城市男女共同参画センターでは、男女共同参画社会の実現を目指し、さまざまな講

座の開催と啓発活動を行っています。 

11/12（水）～11/25（火）は「女性に対する暴力をなくす運動」期間となり、都城市役

所 1階市民サロンにてパープルライトアップをします。 

是非、お立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

  

DVチェック ～あなたとパートナーとの関係は大丈夫？～ 

※このような徴候があると要注意です※ 

□ 些細なことで怒鳴ったり、物に当たったりする 

□ 人が傷つくことを平気で言う 

□ 自分の予定を優先させないと無視したり、不機嫌になる 

□ 電話の着信履歴やメールなどをチェックする 

□ 「何してる？」「誰と会う？」などと行動を制限する発言が多い 

□ 相手の意見を聞かずに、自分勝手に物事を決める 

□ 殴るふりをしたり、叩いたり蹴ったりする 

□ 無理やり性的な行為をする 

□ 否認しない 

□ 勝手に借金を重ねる 

男女共同参画センターの活動紹介 

開催日時 ： 11/12（水）～11/25（火） 

開催時間 ： 18：00～２１：００ 

※市民参加型イベントもやっており、参加者には啓発グッズをプレゼントしております🎁 

【出展】宮崎県リーフレット「ＤＶ配偶者や恋人からの暴力 



都城市男女共同参画センターのご案内 
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